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(57)【要約】
【課題】体幹部から発生するアブラ臭さに対して、優れた消臭・防臭効果を有し、その効
果の持続性に優れる体幹用デオドラント剤を提供する。
【解決手段】トレハロース及びエルゴチオネインを含む体幹用デオドラント剤。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トレハロース及びエルゴチオネインを含む体幹用デオドラント剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に体幹部から発生するアブラ臭さの消臭・防臭に好適な体幹用デオドラン
ト剤に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年のエチケット志向の高まりをうけ、体臭に対するデオドラントニーズは高まってい
る。体臭の代表例として腋臭が挙げられ、腋の下に多く存在するアポクリン汗腺から由来
する腋臭物質としては、イソ吉草酸等の低級脂肪酸類、アンモニア、ブチルアミン等の含
窒素化合物等が知られている。近年、低級脂肪酸である３－メチル－２－ヘキセン酸、揮
発性ステロイド類であるアンドロステノン、ビニルケトン類等も主要な体臭物質であるこ
とが判明している。従来、上記腋臭物質に有効的に効果を発揮する各種制汗デオドラント
剤が提案されている。また、不飽和アルデヒドであるノネナールが、中高年特有の加齢臭
として知られており、対応するデオドラント剤が提案されている。
【０００３】
　しかしながら、腋臭以外の体臭も本人のみならず周囲のものに不快感を与える一因であ
り、特に体幹部から発生するアブラ臭さは、腋臭・加齢臭とは明らかに違う体臭として、
特に２０～４０代の男性から多く発生する臭いであり、この臭いに対する消臭・防臭効果
を強く要望されており、各種制汗デオドラント剤を用いても、体幹部の臭気に対してのデ
オドラント効果は不十分であった。また、体幹部の臭気に対してのデオドラント効果の持
続性も望まれていた。
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２８０８４号公報
【特許文献２】特開２００３－１８３１４４号公報
【特許文献３】特開平１１－２８６４２５号公報
【非特許文献１】「Ｊ．Ｓｏｃ．Ｃｈｅｍ」、３４，ｐ１９３－２０２（１９８２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は上記事情に鑑みなされたもので、体幹部から発生するアブラ臭さに対して、優
れた消臭・防臭効果を有し、その効果の持続性に優れる体幹用デオドラント剤を提供する
ことを目的とする。
【０００６】
　本発明者らは、上記目的を達成するため鋭意検討した結果、数ある化合物の中から、ト
レハロースとエルゴチオネインとを併用することにより、特殊な臭いである体幹部から発
生するアブラ臭さに対して、顕著な消臭・防臭効果を発揮し、かつその効果の持続性が優
れることを知見し、本発明をなすに至ったものである。
【０００７】
　従って、本発明はトレハロース及びエルゴチオネインを含む体幹用デオドラント剤を提
供する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、体幹部から発生するアブラ臭さに対して、優れた消臭・防臭効果を有
し、かつその持続性が優れる体幹用デオドラント剤を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
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　本発明の体幹用デオドラント剤は、トレハロース及びエルゴチオネインを含むものであ
る。
【００１０】
　本発明に用いるトレハロースは、２分子のグルコースが１，１結合した非還元性の二糖
である。α，α型構造のトレハロース（α－Ｄ－グルコピラノシルα－Ｄ－グルコピラノ
シド）、α，β型（ネオトレハロース）、β，β型（イソトレハロース）の２種の異性体
が存在している。本発明においてはいずれの型を用いてもよく、１種単独で又は２種以上
を適宜組み合わせて用いることができ、特にα，α型が好ましい。また、トレハロースは
市販品を用いることができ、市販品としては、トレハロース（林原社製）が挙げられる。
【００１１】
　トレハロースの配合量は、体幹用デオドラント剤全量に対して０．１～２０質量％が好
ましく、１～１０質量％がより好ましく、２～５質量％がさらに好ましい。配合量が０．
１質量％未満であると、体幹部の臭気を抑制する効果が充分に得られないおそれがあり、
２０質量％を超えると、ベタついて使用感触が悪くなるおそれがある。
【００１２】
　エルゴチオネイン（ｅｒｇｏｔｈｉｏｎｅｉｎｅ）は、１９０９年Ｍ．Ｃ．Ｔａｎｒｅ
ｔによって麦角（ｅｒｇｏｔ）から初めて単離された化合物である。なお、本発明のエル
ゴチオネインには、光学異性体、各種塩等も含まれ、１種単独で又は２種以上を適宜組み
合わせて用いることができる。
【００１３】
　エルゴチオネインの配合量は、体幹用デオドラント剤全量に対して０．００１～２０質
量％が好ましく、０．０１～１０質量％がより好ましく、０．０３～７質量％がさらに好
ましく、０．１～５質量％が特に好ましい。配合量が０．００１質量％未満であると、体
幹部の臭気を消臭する効果が充分に得られないおそれがあり、２０質量％を超えて配合し
ても、著しい効果の向上は認められない。
【００１４】
　本発明の体幹用デオドラント剤には、本発明の効果を損なわない範囲で、任意成分を１
種単独で又は２種以上を適宜組み合わせて配合することができる。任意成分としては、例
えば、陰イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、両性イオン界面活性剤、非イオン界面
活性剤、シリコーン油やエステル油等の油分、無機粉体、有機粉体、高分子化合物、保湿
剤、包接化合物、ビタミン類、紫外線吸収剤、アミノ酸類、抗炎症剤、冷感付与剤、酸化
防止剤、着色剤、香料、制汗剤、殺菌剤、防腐剤、溶剤（エタノール等）、脂肪酸、水等
が挙げられる。なお、配合量は適宜選定される。
【００１５】
　本発明の体幹用デオドラント剤は、固形状、半固形状、ジェル状、液状等の剤型にする
ことができ、具体的には、パウダースプレー、ミスト、シート、スティック、ロールオン
等のタイプ等にすることが好ましい。この中でも、パウダースプレーにする場合は、体幹
用デオドラント剤（原液）に、液化石油ガス（ＬＰＧ）、ジメチルエーテル等の噴射剤を
配合し、エアゾール缶に充填することにより得ることができる。体幹用デオドラント剤（
原液）と噴射剤との質量比は、体幹用デオドラント剤（原液）／噴射剤＝１／９９～２０
／８０の範囲が好ましい。なお、パウダースプレーにする場合は、噴射剤は上記トレハロ
ース及びエルゴチオネインの配合量においては、体幹用デオドラント剤全量に含まないも
のとする。シートにする場合は、適当な大きさのスパンレース不織布、スパンボンド不織
布等の担体に体幹用デオドラント剤を、含浸させることにより得ることができる。体幹用
デオドラント剤の含浸量は、担体量の２～４倍（質量）が好ましい。
【００１６】
　本発明の体幹部用デオドラント剤は、特に体幹部から発生するアブラ臭さに対して、優
れた消臭・防臭効果を有する体臭抑制デオドラント剤である。なお、本発明において、「
体幹部」とは、胸、背中、首周り及び腹をいう。本発明においては、胸又は背中用デオド
ラント剤として特に好適である。この体幹部から発生するアブラ臭さは、腋の臭いとは異
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なり、男性、特に２０～４０代の男性から多く発生する臭いであり、本発明の体幹部用デ
オドラント剤は、特に２０～４０代男性の体幹部用デオドラント剤として好適である。
【００１７】
　使用方法としては特に限定されないが、体幹部にデオドラント剤を適用させることによ
り、体幹部から発生するアブラ臭さを消臭することができる。
【実施例】
【００１８】
　以下、実施例及び比較例を示し、本発明を具体的に説明するが、本発明は下記の実施例
に制限されるものではない。なお、下記の例において特に明記のない場合は、組成の「％
」は質量％、比率は質量比を示し、表中の各成分の量は純分換算した量である。
【００１９】
　　［実施例１～１３、比較例１～２５］
　表１，２記載のパウダースプレータイプデオドラント剤、表３，４記載のミストタイプ
デオドラント剤、表５～７記載のシートタイプデオドラント剤を、常法に基づいて調製し
、下記評価を行った。結果を表中に併記する。
【００２０】
[体幹部デオドラント効果]
　２７歳～３８歳の男性被験者２０名（平均年齢３１歳）に、入浴後、体幹部に試料を塗
布してもらい（パウダースプレータイプの場合は１０秒程度噴霧、ミストタイプの場合は
１０プッシュ程度噴霧、シートタイプの場合は１～２枚を胸や背中を中心に塗布する）そ
の後、予め洗浄しておいた試験用Ｔシャツを着用してもらった。試験用Ｔシャツの着用期
間は、（１）就寝時のみ着用、（２）就寝時～翌日の午前中（１２時）まで着用、（３）
就寝時～翌日の夕方（１７時）まで着用とした。回収した着用済みＴシャツは、Ｔシャツ
の体幹部に付着した臭気について、専門パネル５名にて、以下の基準に基づき官能評価を
行った。結果を、被験者２０名×パネル５名の結果の平均値から、下記基準に基づき示す
。なお、被験者は試験３日前から他のデオドラント剤（制汗デオドラント剤を含む）の使
用を禁止し、入浴時には無香料のボティソープを使用してもらった。
【００２１】
<評価基準>
５点：体幹部の臭気が強烈なニオイ
４点：体幹部の臭気が強いニオイ
３点：体幹部の臭気がらくに感知できるニオイ
２点：体幹部の臭気がわかる弱いニオイ
１点：体幹部の臭気がやっと認知できるごく弱いニオイ
０点：体幹部の臭気がほとんど感じられない
<体幹部デオドラント効果基準>
◎：臭気評価の平均点が０～１．２点
○：臭気評価の平均点が１．３～２．５点
△：臭気評価の平均点が２．６～３．８点
×：臭気評価の平均点が３．９～５．０点
【００２２】



(5) JP 2010-6736 A 2010.1.14

10

20

【表１】

【００２３】
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【表２】

【００２４】
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【表３】

【００２５】
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【表４】

【００２６】
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【表５】

【００２７】
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【表６】

【００２８】
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【表７】

【００２９】
　上記実施例及び比較例の結果からも明らかであるように、トレハロースとエルゴチオネ
インとを併用する本発明のデオドラント剤は、体幹部から発生するアブラ臭さに対して、
優れた消臭・防臭効果を有し、かつその持続性が優れる。これに対し、トレハロースと同
じマルチトールとエルゴチオネインとの組み合わせ、トレハロースとメチオニン等の抗酸
化剤との組み合わせでは、上記効果が劣るものであった。
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